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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～８５重
量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を、使用したことを特
徴とする食用組成物。
【請求項２】
該粉末状大豆素材の大豆食物繊維含量が蛋白質に対して１５～１３０重量％である、請求
項１記載の食用組成物。
【請求項３】
食用組成物が、蛋白質および食物繊維を該組成物中にそれぞれ３重量％以上含む、請求項
１又は２記載の食用組成物。
【請求項４】
食用組成物が、粉末飲料，粉末スープ，粉末ソース，粉末味剤，粉末ピックル剤および小
麦粉ミックス粉からなる群より選択される粉末状組成物である、請求項１～３の何れか１
項記載の食用組成物。
【請求項５】
食用組成物が、ケーキ類，パン類，菓子類，麺類，フライ食品用衣材又はお好み焼きに用
いられる小麦粉ミックス粉である、請求項４記載の食用組成物。
【請求項６】
食用組成物が、マヨネーズ，ホイップクリーム，カスタードクリーム，フラワーペースト
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，チーズ類およびソース類からなる群より選択される乳化組成物である、請求項１～３の
何れか１項記載の食用組成物。
【請求項７】
食用組成物が、食物繊維を２０重量％以上、LCI値が６０以上を示す大豆タンパク質を１
０重量％以上含有し、エネルギーが１００ｇ当たり５００kcal以下である焼きもしくは揚
げ菓子である、請求項１～３の何れか１項記載の食用組成物。
【請求項８】
食用組成物が、プリン，ゼリー，濃厚流動食およびヨーグルト状の大豆発酵食品からなる
群より選択される半固形状ないしゲル状組成物である、請求項１～３の何れか１項記載の
食用組成物。
【請求項９】
大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～８５重
量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を請求項４又は５記載
の食用組成物中に配合することを特徴とする、食用組成物の分散性、乳化安定性又は酸化
安定性から選択される物性改良方法。
【請求項１０】
大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～８５重
量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を請求項６記載の食用
組成物中に配合することを特徴とする、食用組成物の乳化安定性又は保形性から選択され
る物性改良方法。
【請求項１１】
大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～８５重
量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を請求項７記載の食用
組成物中に配合することを特徴とする、食用組成物の保形性、食感又は焼き型からの剥が
れ性から選択される物性改良方法。
【請求項１２】
大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～８５重
量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を請求項８記載の食用
組成物中に配合することを特徴とする、食用組成物の食感改良方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は粉末状大豆素材及びこれを利用した食用組成物に関する。詳しくは、大豆から
取り出した特定の画分を用いた粉末状大豆素材および該大豆素材特有の機能を利用した食
用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大豆蛋白質は、特有のゲル化力を発揮する性質から、食用組成物の物性改善に幅広く利
用されており、また蛋白質の補給源として栄養価の高い健康食品素材としての利用も増大
している。
　大豆の貯蔵蛋白質は、pH4.5付近で沈澱し、比較的簡単に貯蔵蛋白質以外の酸可溶性成
分が主体の大豆ホエー蛋白質画分と貯蔵蛋白質が主体の酸沈殿性蛋白質画分とに分けるこ
とができる。この酸沈殿性蛋白質画分を回収したものが分離大豆蛋白であり、ゲル形成能
力に富み、栄養的にもアミノ酸スコアが高く、現在広く食品工業分野で利用されている。
【０００３】
　大豆蛋白質を構成する蛋白質は、超遠心分析による沈降係数から、２Ｓ，７Ｓ，１１Ｓ
，１５Ｓの各蛋白質に分類される。このうち、７Ｓ蛋白質と１１Ｓ蛋白質は大豆の酸沈殿
性蛋白質の主要な構成成分である。なお、免疫学的命名法にいうβ－コングリシニンは７
Ｓ蛋白質に、グリシニンは１１Ｓ蛋白質に実質的に相当するものである。そしてこれらの
主要な蛋白質は、粘性、凝固性、界面活性などの物性や栄養生理機能において異なる性質
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を有する。
【０００４】
　例えば７Ｓ蛋白質は栄養学的には血中の中性脂肪を低下させることが報告されている（
非特許文献１）。そのゲルは弾力のあるゲル質を示し、液の粘性が高い。また、１１Ｓ蛋
白質は、ゲル化力が高く、豆腐ゲルの硬さ・食感を支配していると言われている。このよ
うに７Ｓ蛋白質と１１Ｓ蛋白質はいずれも比較的強いゲル形成能を示すことが特徴である
が、その物性は加工条件によって異なる。例えば水分量が多い系での加熱では、７Ｓ蛋白
質の特性から影響する食感の変化としてはネチャツキを感じたり、１１Ｓ蛋白質の酸やCa
,Mgイオンに対する加熱時の挙動の結果として強い凝集力が生まれることによる味の変化
やザラツキが感じられるようになり、必ずしも食用組成物として好ましい状態にならない
場合もある。
【０００５】
　一方、近年大豆中の酸沈殿性蛋白質には７Ｓ蛋白質や１１Ｓ蛋白質以外にも、細胞膜を
はじめプロテインボディーやオイルボディー等の膜を構成する極性脂質との親和力の高い
雑多な蛋白質の集合体である、「脂質親和性蛋白質」の存在が明らかになっている（非特
許文献２）。この脂質親和性蛋白質は、コレステロール低減効果（特許文献１）や、腎症
予防効果を有することが認められており（特許文献２）、特異な栄養機能が明らかにされ
つつある。
　一方で脂質親和性蛋白質の物性については詳しく知られておらず、食品素材としての加
工適性に関して、特許文献３では、脂質親和性蛋白質の一つであるオレオシンとリン脂質
との複合体を、乳化安定剤として利用する技術が開示されている。ただし、脂質親和性蛋
白質はこのように複合体となって脂質を随伴するため酸化されやすく、オフフレーバーの
原因とも言われている。そのため食品素材としては風味が悪く使いづらいと考えられてお
り、栄養機能面の利点を実際の利用に活かすには未だほど遠い状態であるのが現状である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ２００６／１２９６４７号公報
【特許文献２】ＷＯ２００９／１１０５０４号公報
【特許文献３】ＷＯ２００２／２６７８８号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Okita T et al, J.Nutr.Sci.Vitaminol.,27(4), 379-388, 1981
【非特許文献２】Herman, Planta, 172, 336-345, 1987
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記実情に鑑み、本発明は、脂質親和性蛋白質が持つコレステロール低減効果や腎症予
防効果などの特徴ある栄養機能特性を活かすことができ、かつ食品素材としての加工適性
にも優れることにより、食用組成物の風味や食感を損ねることなく栄養機能を付加するこ
とのできる粉末状大豆素材を提供することを課題とする。また脂質親和性蛋白質の栄養機
能特性に拘ることなく、従来の大豆素材にはなかった優れた加工適性を有する粉末状大豆
素材を提供し、そして特徴ある物性を活かした食用組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決すべく、本発明者らは、脂質親和性蛋白質を分画し、その物性や風味に
ついて詳しく調べた結果、単体の脂質親和性蛋白質はゲル形性力や凝集力が７Ｓ蛋白質や
１１Ｓ蛋白質よりも弱いことを見出した。そしてさらに脂質親和性蛋白質と大豆の他の成
分との組合せについて検討を進めた結果、濃縮された脂質親和性蛋白質と大豆食物繊維が
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主体となった画分に着目した。そして、この画分を取り出しその物性を探求したところ、
食感の滑らかさやネチャツキの低減、さらに乳化安定性と保形性等の種々の能力を合わせ
持つ素材となり得ることを認め、脂質親和性蛋白質の特性を活かした利用が図れる可能性
を見出し、上記課題を解決するに至った。
【００１０】
　すなわち本発明者らは、ゲル形成力や凝集力の少ない脂質親和性蛋白質と大豆食物繊維
を主体としたものを粉末状大豆素材とすることを着想するに到り、かかる素材について様
々な食用組成物の物性改良に使用が可能であることを見出した。
　なお、従来のオカラ等の大豆食物繊維が主体の素材では、保水性を有するものの、それ
自体で結着してまとまる力が少ないために保形性が弱く、食感もざらつきを感じ、唾液を
吸い取られるように感じる場合が多かった。これに対し、本発明は脂質親和性蛋白質と大
豆食物繊維との組み合わせによって、適度な結着力による保形性および滑らかな食感と乳
化性を合わせ持つ素材を見出したものである。
【００１１】
　すなわち本発明は、
（１）大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～
８５重量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上であることを特徴とする粉末状大豆素
材、
（２）大豆食物繊維含量が蛋白質に対して１５～１３０重量％である、前記（１）記載の
粉末状大豆素材、
（３）前記（１）記載の粉末状大豆素材を使用した食用組成物、
（４）粉末状組成物、乳化組成物、焼きもしくは揚げ菓子、練り製品、又は半固形状ない
しゲル状組成物である、前記（３）記載の食用組成物、
（５）食用組成物が、蛋白質又は食物繊維を強化したものである、前記（４）記載の食用
組成物、
（６）大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂固形分重量あたり３５～
８５重量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上である粉末状大豆素材を食用組成物中
に配合することを特徴とする食用組成物の物性改良方法、
（７）物性が分散性、保形性、保水性、乳化安定性、酸化安定性又は食感である前記（６
）記載の食用組成物の物性改良方法、である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、従来の分離大豆蛋白や濃縮大豆蛋白等の大豆素材では得難かった食感の
良さや食用組成物の原料生地への分散性、保形性の良さ等の様々な良好な物性を有する粉
末状大豆素材を提供できる。これによって食用組成物の物性に関する従来の欠点を改良し
たり、食用組成物本来の物性を損ねることなく食用組成物中に蛋白質や食物繊維を栄養的
に強化することが可能となる。さらには、コレステロール低減効果や腎症予防効果、腸内
環境改善効果など、生理機能の発現を目的とする食用組成物に用いる蛋白質又は食物繊維
の強化用原料として提供することができ、かかる食用組成物にあってはその物性を損ねる
ことなく蛋白質あるいは食物繊維を強化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ポリアクリルアミドゲル電気泳動に供した試料の各蛋白質成分のバンドを染色し
た図である。分子量マーカーのバンドの位置との関係から特定された各蛋白質成分名を示
している。左から１番目のウェルが分子量マーカー、左から２～５番目のウェルがＭＳＰ
の濃度計算のための検量線作成用標準試料、右から１，２番目のウェルが測定試料である
。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
〔用語説明〕
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　本発明について説明するに際し、必要な用語についてまず説明する。
【００１５】
（７Ｓ蛋白質／１１Ｓ蛋白質／酸沈殿性蛋白質）
　大豆に含まれる蛋白質のうち、７Ｓ蛋白質と１１Ｓ蛋白質は、いずれも大豆のプロテイ
ンボディーに貯蔵される主要な貯蔵蛋白質である。
　「７Ｓ蛋白質」はβ－コングリシニンとも呼ばれ、一般には３種のサブユニット（α’
、α、β）から構成される糖蛋白質であるが、何れかのサブユニットが欠損していても良
い。これらのサブユニットはランダムに組み合わされ、３量体を形成している。等電点は
ｐＨ４．８付近で分子量は１７万程度である。
　一方、「１１Ｓ蛋白質」はグリシニンとも呼ばれ、酸性サブユニット（ＡＳ）と塩基性
サブユニット（ＢＳ）がジスルフィド結合によって結合し、それらが６分子集まった１２
量体を形成しており、分子量は３６万程度である。以下、それぞれ「７Ｓ」、「１１Ｓ」
と略記することがある。
【００１６】
　７Ｓと１１Ｓはいずれも酸沈殿性大豆蛋白質である。ここでいう「酸沈殿性蛋白質」は
、大豆に含まれる蛋白質の内、脱脂豆乳などの溶液のｐＨを等電点付近（ｐＨ４～６）に
調整することにより不溶化し、酸沈澱する性質を有する蛋白質をいう。したがって、例え
ば分離大豆蛋白に含まれる蛋白質がこれに相当し、分離大豆蛋白製造時に酸沈殿しないホ
エー中の蛋白質はこれに含まれない。
　７Ｓと１１Ｓは、品種によっても異なると考えられるが、ＳＤＳポリアクリルアミドゲ
ル電気泳動（以下、「ＳＤＳ－ＰＡＧＥ」と称する。）（図１参照）において泳動後のゲ
ルを染色剤であるクマシーブリリアントブルー（ＣＢＢ）にて染色した後、デンシトメト
リーによってピーク面積を測定した場合、従来の分離大豆蛋白（ＳＰＩ）などでは大豆蛋
白質全体の約７０％を占める主要な蛋白質である。そこで以下、７Ｓと１１Ｓを総称して
「ＭＳＰ」（Major Soy Protein）と称する。
【００１７】
（脂質親和性蛋白質）
　脂質親和性蛋白質（Lipophilic Proteins）は、大豆の酸沈殿性蛋白質の内、７Ｓと１
１Ｓ以外のマイナーな酸沈殿性蛋白質群をいい、レシチンや糖脂質などの極性脂質を多く
随伴するものである。主に膜成分に含まれる大豆膜蛋白質および膜成分に親和性の高い蛋
白質がコロイド状に分散しており、酸性で不溶化する。以下、脂質親和性蛋白質を単に「
ＬＰ」と略記することがある。
　このＬＰ中にはＳＤＳ－ＰＡＧＥによる推定分子量において主に34kDa、24kDa、18kDa
、17kDaを示す蛋白質、リポキシゲナーゼ、γ－コングリシニンや、その他多くの雑多な
蛋白質が含まれる。このＬＰはＳＤＳ－ＰＡＧＥでは７Ｓや１１Ｓに比べて染色されにく
い性質を有している。
【００１８】
〔実施形態〕
（粉末状大豆素材）
　本発明の粉末状大豆素材は、大豆蛋白質及び大豆食物繊維を含有し、蛋白質含量が無脂
固形分重量あたり３５～８５重量％であって、蛋白質のＬＣＩ値が６０以上であることを
特徴とするものである。
　換言すれば、該大豆素材は酸沈殿性蛋白質の内、７Ｓや１１Ｓとも異なるＬＰが特に濃
縮された大豆蛋白質と大豆食物繊維が主体となっているものである。これについてより詳
細に説明する。
【００１９】
＜大豆蛋白質＞
・蛋白質含量
　本発明の粉末状大豆素材中の蛋白質含量は、無脂固形分あたり３５～８５重量％である
ことが重要であり、４２～６８重量％であるのがより好ましく、４５～６５重量％がさら
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に好ましい。ここで「無脂固形分」とは、全固形分からエーテルで抽出される中性脂質を
除いた固形分をいう。該大豆素材中の蛋白質含量が少なすぎると相対的に食物繊維含量が
多くなり、食感がざらつきやすやぱさつきが多くなり、乳化安定性も低下する傾向となり
、逆に多すぎるとＬＰに随伴する脂質の量が多くなり、風味が劣化しやすくなり好ましく
ない。なお、蛋白質含量はケルダール法によって定量した窒素量に、「窒素－蛋白質換算
係数」（６．２５）を乗じて算出される。
【００２０】
・ＬＰ含量
　本発明の粉末状大豆素材に含まれる大豆蛋白質の組成は、少なくともＬＰが通常の分離
大豆蛋白、濃縮大豆蛋白、脱脂大豆、オカラ等の大豆素材に含まれる大豆蛋白質の組成よ
りも濃縮されていることが重要である。
　ＬＰは酸沈殿性蛋白質の内、７Ｓ及び１１Ｓ以外の雑多な蛋白質が混在したものである
が故に、各々の蛋白質を全て特定することは困難である。また分離大豆蛋白等の大豆素材
は最終の製品化工程において一般的には加熱殺菌されるため、７Ｓ，１１ＳはＬＰと共に
加熱変性が起こっている。そのため、製品化された分離大豆蛋白等からＬＰを７Ｓや１１
Ｓから分離し、ＬＰ含量を測定することが困難である。また、一般的な蛋白質組成の測定
方法であるＳＤＳ－ＰＡＧＥではＬＰが７Ｓや１１Ｓに比べてＣＢＢ染色がされにくいと
いう性質を有し、染色度によって正確に測定することも困難である。
【００２１】
　そこで、このＬＰの濃縮度合いは、ＬＰ含量の推定値として「ＬＣＩ値」という指標を
用いることとする。ＬＣＩ値は、簡易的に７Ｓ，１１Ｓ，ＬＰの各蛋白質中の主要な蛋白
質を選択し、それらの染色比率を求め、これらの比率からＬＰ含量を推定する以下のＬＣ
Ｉ値の算出方法により算出されるものである。なお、本方法は一般的な分離大豆蛋白、濃
縮大豆蛋白などの大豆素材のみならず、大豆７Ｓ蛋白質、大豆１１Ｓ蛋白質、ＬＰの多い
ＳＰＩなどの各種分画物にも広く適用が可能である。
【００２２】
－ＬＣＩ値の算出方法－
（ａ）各蛋白質中の主要な蛋白質として、７Ｓはαサブユニット及びα'サブユニット（
α＋α'）、１１Ｓは酸性サブユニット（ＡＳ）、ＬＰは34kDa蛋白質及びリポキシゲナー
ゼ（P34＋Lx）を選択し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより選択された各蛋白質の染色比率を求め
る（図１参照）。ＳＤＳ－ＰＡＧＥは表１の条件で行うものとする。
（ｂ）数１の式によりＬＰ推定含量（Lipophilic Proteins Content Index、以下「ＬＣ
Ｉ」と略する。）を算出する。
【００２３】
（表１）
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【００２４】
（数１）

【００２５】
　上記の方法により算出される、本発明の粉末状大豆素材に含まれる蛋白質のＬＣＩ値は
、６０以上であることが重要である。このＬＣＩ値はさらに６２以上が好ましく、６５以
上がより好ましく、７０以上がさらに好ましい。なお通常のＬＰが濃縮されていない大豆
素材の場合、ＬＣＩ値は６０未満であるので、該大豆素材のＬＣＩ値が６０未満となると
、通常の大豆素材と品質的に変わらなくなる。ちなみに本発明者らの分析によれば、従来
製法による分離大豆蛋白のＬＣＩ値は３５～５０程度に過ぎない。また、通常の脱脂大豆
から蛋白質を水抽出した不溶性残渣であるオカラの場合、ＬＰ含量は乾燥固形分中２０～
３０重量％程度であり、そのＬＣＩ値は５０程度に過ぎない。このようにＬＣＩ値が６０
以上である該大豆素材は、ＬＰが濃縮されているものであるため、他の酸沈殿性大豆蛋白
質である７Ｓ蛋白質と１１Ｓ蛋白質の組成は通常の大豆素材と比べて相対的に低いもので
ある。そのため、７Ｓ蛋白質と１１Ｓ蛋白質の組成を限定することは特に不要であるが、
これらの組成についてはより具体的には以下の通りである。
【００２６】
・７Ｓ蛋白質及び１１Ｓ蛋白質（ＭＳＰ）含量
　本発明の粉末状大豆素材における蛋白質あたりのＭＳＰ含量は、ＬＰの割合が減るほど
、すなわちＬＣＩ値が低くなるほど多くなる。該大豆素材中にＭＳＰが多く含まれている
と、通常の濃縮大豆蛋白の組成に近づき、ネチャつきや硬い食感などの特徴が表れ、好ま
しくない。そのため、できるだけ含まれていないことが好ましい。ＭＳＰ含量はＬＣＩ値
と逆相関の関係にあるため特に限定は不要であるが、より詳細に示すならば、大豆蛋白質
あたり４０重量％以下が好ましく、３０重量％以下がより好ましく、２０重量％以下がさ
らに好ましい。
　なお、ＭＳＰ含量について測定する場合は、以下の方法によってＳＤＳ－ＰＡＧＥを用
いて測定することとする。
【００２７】
－ＭＳＰ含量算出方法－
　脱脂大豆から水抽出した抽出液に硫酸ナトリウムを１Ｍの濃度になるように溶解し、さ
らに１０ｍＭになるように還元剤である亜硫酸ナトリウムを加え、pHを塩酸か硫酸で4.5
に調整し、不溶物を除いた後、透析してイオン強度を0.03以下にすることによって生じる
沈殿物を集めることによって得られた画分を「標準精製ＭＳＰ」とする。
　この標準精製ＭＳＰの蛋白質含量をケルダール法によって求め、蛋白質量として５～１
５μｇをＳＤＳ－ＰＡＧＥ用ゲルの各ウェルにアプライし、電気泳動後、ＣＢＢ染色し（
図１参照）、デンシトメーターによって、その染色度をカウントする。そして蛋白質アプ
ライ量と染色度の関係を基に検量線を作成する。同一のスラブゲル上に測定試料をアプラ
イし展開する。測定試料には、ＭＳＰ以外にＬＰなどが存在するため、デンシトメトリー
にてＭＳＰのバンド（αサブユニット、α’サブユニット、βサブユニット、酸性サブユ
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ニット、塩基性サブユニット）の染色度だけを合算し、その染色程度から測定試料に含ま
れるＭＳＰの含量をＭＳＰ検量線から測定する。
【００２８】
＜大豆食物繊維＞
　本発明の粉末状大豆素材は大豆食物繊維を含むことが必須である。すなわち、ＬＰと大
豆食物繊維が共存していることが特徴であり、これらの組合せが大豆素材としての特有の
効果を発揮させる。該大豆素材中の大豆食物繊維の含量は、蛋白質に対して下限は通常１
５重量％以上であり、２０重量％以上が好ましく、２５重量％以上がより好ましく、３０
重量％以上がさらに好ましい。また該大豆素材中の大豆食物繊維の含量の上限は蛋白質に
対して通常１３０重量％以下であり、１００重量％以下が好ましく、９５重量％以下がよ
り好ましく、９０重量％以下がさらに好ましい。
　なお、食物繊維の含量は、「五訂増補日本食品標準成分表」（文部科学省、2005）に準
ずるものとし、食物繊維含量は酵素－重量法（プロスキー変法）により測定する。
　大豆食物繊維が含まれないか少なすぎ、該大豆素材中の蛋白質含量が８５重量％を超え
てしまうと、ＬＰが大部分を占める構成となり、ＬＰ特有の劣化臭のような風味が顕著と
なり、分散性や保形性等の物性も低下する傾向となる。逆に大豆食物繊維が多すぎ、蛋白
質含量が３５重量％未満となると、食感にざらつきやぱさつきが生じやすくなり、乳化安
定性等の物性も低下する傾向となる。
【００２９】
＜脂質＞
　食用組成物中の脂質は、エーテル抽出法で抽出される中性脂質と、エーテル抽出法では
抽出されず、クロロホルム：メタノール＝２：１の混合溶媒で抽出される極性脂質とに分
類される。
　粉末状大豆素材は中性脂質をできるだけ含まないことが好ましく、中性脂質は通常３重
量％以下であるのが好ましい。
　一方、極性脂質はＬＰと随伴する性質を有するため、該大豆素材中に通常５～１５重量
％含まれる場合が多い。なお、極性脂質含量はクロロホルム－メタノール抽出法で測定さ
れる脂質（中性脂質及び極性脂質）の含量からエーテル抽出法で抽出される脂質（中性脂
質）の含量を差し引いた値として算出される。
【００３０】
＜ホエー成分＞
　粉末状大豆素材にはホエー成分である糖質や酸可溶性大豆蛋白質（ｐＨ４～６で酸沈殿
しない蛋白質）は実質的に含まないのが好ましい。すなわち、該大豆素材の製造時におい
て、原料からホエー成分が抽出除去されていることが好ましい。該大豆素材にホエー成分
が多く含まれると食物繊維の含量が相対的に低下して、乳化性や保水性が悪くなる。
【００３１】
（粉末状大豆素材の調製）
　本発明の粉末状大豆素材の調製例を示す。なお、以下の調製例はあくまで例示に過ぎず
、本発明の粉末状大豆素材が特定するように、大豆蛋白質と大豆食物繊維を共に含有し、
特定の蛋白質含量と特定のＬＣＩ値を満たすものであれば特に限定されるものではない。
【００３２】
　まず本大豆素材の原料は、全脂大豆又は脱脂大豆のいずれを用いることもでき、本大豆
素材中の蛋白質含量を高めたい場合には脱脂大豆を用いる方が好ましい。
　また大豆としては通常の大豆の他、育種あるいは遺伝子操作によって７Ｓ又は／及び１
１Ｓの一部もしくは全部を欠損させた大豆を原料に用いることできる。
【００３３】
　これらの原料を用いて本発明の大豆素材を調製する一つの方法としては、ＬＰを選択的
に水不溶化させて、７Ｓ及び１１Ｓと分画してＬＰを濃縮する方法を用いることができる
。例えば脱脂大豆又は全脂大豆を原料として特許文献１（ＷＯ２００６／１２９６４７号
公報）に記載される方法を利用できる。すなわち、大豆を加熱変性処理あるいはアルコー
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ル変性処理し、ＰＤＩが４０以上８０未満の加工大豆を得、これを必要により粉砕し、水
で抽出し、その不溶性画分を回収し、これを乾燥粉末化したものを用いることができる。
【００３４】
　特許文献１の方法をより具体的に説明すると、大豆のＰＤＩを４０以上８０未満という
特定の範囲に調整することにより、７Ｓ及び１１Ｓをできるだけ不溶化することなく、Ｌ
Ｐを選択的に水不溶化することができる。ここで「ＰＤＩ」とは蛋白質分散性指数（Prot
ein Dispersibility Index）の略称であり、ＡＯＣＳ公式法（Ba10-65）として記載され
ている大豆製品中の溶解分散する(Dispersible)蛋白質を一定条件下で測定することによ
り得られる指数である。
【００３５】
　ＰＤＩを調整するための加熱変性処理としては、焙煎装置、熱風加熱装置、マイクロ波
加熱装置等を使用する乾式加熱方式や、加湿加熱装置、蒸煮装置、蒸気加熱装置等を使用
する湿式加熱方式を特に限定されることなく採用することができる。ただし水が大豆に浸
るような状態で加熱すると蛋白質が抽出されてしまうため、避けた方が良い。一例として
、大豆を密閉タンクに封入し、相対湿度90％以上の雰囲気下で品温が70～95℃程度になる
ように密閉タンクの外側を覆うジャケット内を加熱する方法などが採用できる。この場合
の加熱の温度や時間の条件はＬＰの不溶化が選択的なものとなる限り特に限定されないが
、通常は品温で６０～９５℃となるよう温度設定し、時間は１分～１０時間の間で行うこ
とが適当である。他の加熱方法として、過熱水蒸気による加熱装置、エクストルーダー、
ジェットクッカー等の加熱装置を使用することもできる。
【００３６】
　ＰＤＩを調整するための変性方法において、加熱以外の態様として、アルコール変性処
理を行う場合、蛋白質及びオカラ成分を含む原料大豆に対し、等重量以下、好ましくは２
～100重量部、より好ましくは8～20重量部、さらに好ましくは10～15重量部の極性アルコ
ール溶液を添加し、含浸させる方法が好ましい。なお、この方法は従来のアルコール洗浄
による濃縮大豆蛋白などの製法のように、大豆を何倍量ものアルコールを浸漬し、懸濁状
態にして大豆の糖質などの非蛋白質成分を洗浄する方法とは全く考え方が異なり、大豆に
対して等重量以下の極性溶媒溶液を添加し、含浸させるものである。この場合、混合され
た大豆の状態は典型的には湿潤した粉末状態となる。ただし、極性溶媒の添加量が大豆に
対して２重量％よりも低くなると、ＬＰの選択的な水不溶化が不十分となるので、水抽出
時のＬＰの抽出抑制効果が不充分となる傾向となる。逆に等重量よりも多くなると、ＬＰ
と共に７Ｓと１１Ｓも水不溶化する非選択的な水不溶化が起こりやすくなり、７Ｓと１１
Ｓの抽出までが不十分となる。ＬＰの選択的水不溶化を促進するために適する極性溶媒と
しては、極性アルコール溶液（メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノー
ル等）を用いることができる。特に、食品工業上多用されているエタノール水溶液を使用
することが好ましい。水は純水のままでも良いし、酸水溶液（塩酸水溶液、炭酸水溶液、
クエン酸水溶液等）、アルカリ水溶液（水酸化ナトリウム溶液、重炭酸ナトリウム等）等
を使用することもできる。極性溶媒溶液の濃度は５～１００％が好ましく、５０～８０％
がより好ましい。極性溶媒溶液の濃度が低すぎても高すぎても、ＬＰの変性による水不溶
化が不十分となる。極性溶媒溶液の添加方法は、例えば噴霧により粉に吹付ける方法や、
滴下する方法などで実施できるが、特に限定されない。極性溶媒溶液添加後の混合方法は
、例えばニーダーのような攪拌機や、高速攪拌機などを用いることができる。さらに、上
記のアルコール含浸処理に加え、加温処理を併用することがより好ましい。加温温度は、
大豆の品温で30～95℃が好ましく、40～90℃がより好ましい。また加温時間は5～100分が
好ましく、10分～60分がより好ましい。極性溶媒の含浸処理と加温処理を併用する場合、
これらの工程の順序には特に限定されないが、極性溶媒を添加し、混合した後に加温処理
を施すか、極性溶媒を添加・混合しながら加熱処理を行うのが好ましい。この極性溶媒の
含浸処理と加温処理を併用することにより、比較的低い温度処理でも効率よく大豆中のＬ
Ｐのみを選択的に水不溶化することが可能となる。また加熱による色や臭いの発生も抑え
、加工大豆やそれを原料に調製される調製品の風味を向上することが可能となる。さらに
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、極性溶媒の添加量を少なくすることができるので、処理後の極性溶媒の除去工程が従来
のアルコール洗浄法などと比較すると極めて容易となり、効率的な製造プロセスを確立す
る上で有利である。加工大豆に残存する極性溶媒はほとんど加温処理によって揮発させる
ことができ、これを直接抽出工程に供することができるが、所望によりさらに残存量を低
下させたい場合には、さらに品温40～60℃、減圧（－10mmHg程度）下で10分～60分の処理
を行えば完全に揮発させることが出来、ほぼ添加前の大豆の重量に戻すことができる。な
お、揮発させた極性溶媒は蒸留により回収すれば、再利用が可能であるので、製造プロセ
ス上有利である。
【００３７】
　以上のようにして得られた加工大豆は必要により粉砕し、２～１０倍量の水を加え、撹
拌して懸濁させることにより水抽出すると、７Ｓ及び１１Ｓが積極的に水溶性画分側に抽
出される。この水溶性画分を遠心分離やろ過等の固液分離により除去し、残りの不溶性画
分を回収する。この不溶性画分は不溶化したＬＰと大豆食物繊維が主体となっており、相
対的にＬＰが濃縮されており、ＬＣＩ値が６０以上となる。なお、水抽出の際のｐＨは通
常中性～アルカリ性（ｐＨ７～１２）で行うが、粉末状大豆素材の蛋白質含量をできるだ
け上げたい場合には、水抽出の際に懸濁液のｐＨを酸性側（ｐＨ７未満）に調整すること
により、水溶性画分側に溶解していた蛋白質を不溶性画分側へ移行させることができる。
ただし、大豆蛋白質の等電点にｐＨを近づけるほど７Ｓ及び１１Ｓが不溶性画分側へ移行
し、ＬＣＩ値が低下するため、ＬＣＩ値が６０未満とならないよう留意が必要であり、条
件にもよるがｐＨを酸性側へ調整する場合でも通常はｐＨを５以上、好ましくは５．５以
上にすることが適当である。
【００３８】
　以上で得られた不溶性画分を最終的に乾燥粉末化し、本発明の粉末状大豆素材が得られ
る。なお、乾燥粉末化はスプレードライヤーやフリーズドライ等の公知の乾燥方法を用い
ることができる。また乾燥粉末化の前に、要すればホモゲナイザー等により微細化処理を
行ったり、加圧加熱処理によって食物繊維を水溶化したり、製造工程中において不溶性食
物繊維を一部除去したり、加熱殺菌処理を行ったりすることができる。また乾燥粉末化の
後にさらに微粉砕処理を行ったり、造粒処理を行ったりすることもできる。このように、
食用組成物への添加適性を考慮し、本発明の粉末状大豆素材に対して所望の付随処理を行
うことは自由である。
【００３９】
　分画法を用いずに本発明の大豆素材を調製する別の方法としては、育種あるいは遺伝子
操作によって７Ｓ又は／及び１１Ｓの一部もしくは全部を欠損させた大豆を原料に用いる
方法が挙げられる。これらの大豆は相対的にＬＰの含量が一般の大豆に比べて高くなって
いるため、品種にもよるが分画法を用いなくとも該大豆を粉砕して大豆粉としたり、酸洗
浄やアルコール洗浄によりホエーを除去して濃縮大豆蛋白としたり、あるいは豆乳を除去
してオカラを調製するだけで、本発明の特定の要件を満たす粉末状大豆素材に調製しうる
。この場合にも必須ではないがＬＰが不溶化されて食物繊維と共存していることが好まし
く、例えば上記の欠損大豆を原料として大豆粉などに加工して本発明の粉末状大豆素材と
する場合には、原料に乾熱処理又は湿熱処理を行い、大豆のＰＤＩを好ましくは４０以上
８０未満に低下させておくとよい。
【００４０】
（粉末状大豆素材の食用組成物への使用）
　以上のようにして得られる本発明の粉末状大豆素材は、ＬＰと大豆食物繊維が主体とな
っていることが特徴である。
　該大豆素材は種々の食用組成物に使用することができ、その食用組成物の種々の物性を
改良することが可能である。ここで、物性とは食用組成物が有する分散性、保形性、保水
性、乳化安定性、酸化安定性、粘性、可塑性、食感などを総称した性質いう。
　具体的には、該大豆素材を食用組成物に用いた場合、従来の分離大豆蛋白や濃縮大豆蛋
白等の既存の大豆素材に比べて、食感が滑らか、ネチャツキが少ない、口当たりが軽い、
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喉通りが良い等の利点を有しており、既存の大豆素材を用いた場合に比べ、食感の改良さ
れた食用組成物に仕上げることが可能であり、また原料の分散性、食用組成物の保形性や
乳化安定性の改善や、風味のコクを向上させることができるなど、既存の大豆素材と比較
して食用組成物への適用範囲が広い点に特徴を有する。またそれと共にＬＰが蛋白質組成
の主体であるので、該蛋白質の持つ生理機能を高めた食用組成物、および大豆食物繊維と
の組合せにより、その特性をより生かした食用組成物が調製可能となる。
【００４１】
　これに対して７Ｓ蛋白質は加工によっては粘性が高く、ネチャツキの原因になる場合が
あり、このネチャツキが好ましくない食感となる場合がある。また、１１Ｓ蛋白質は加工
によって、特にカルシウムイオンやマグネシウムイオンなどの塩存在下で加熱すると著し
く反応して凝集することから、ざらつきの原因になる場合がある。また酸による凝集性も
高く、酸性の食用組成物に利用した場合には、ざらつきや渋味などの味に影響する場合が
ある。また、一般的に７Ｓや１１Ｓ主体の大豆蛋白質のゲルは硬くて弾力があり、加工条
件によってはいつまでも口内で溶解せず、喉通りの悪いゲル質になってしまう場合がある
。このように加工食品には加工上の理由から好ましくない物性に仕上がる場合があり、こ
れは蛋白質の組成が関係すると考えられる。
【００４２】
　従って、ＬＰ主体の蛋白質を用いると様々な条件においても急激な変化が起こりにくく
、比較的温和な変化を示し、しかも適度な溶解性や乳化性を示すので加工しやすい。pHの
変化や、カルシウムイオンやマグネシウムイオンの存在下においてもざらつきが生じにく
く良好な食感を維持できる。さらに大豆食物繊維が共存することにより、安定した保形性
や保水性を付与することができる。大豆食物繊維だけでは、そのものの持つ食感のモサモ
サ感があり、乳化力も低く好ましくない。ＬＰと共存することによって、大豆食物繊維の
食感が緩和されて滑らかな食感が実現され、乳化力も付与される。
【００４３】
　本発明の粉末状大豆素材を使用する対象の食用組成物として具体的な応用例を示すと、
例えば粉末状組成物、乳化組成物、焼きもしくは揚げ菓子、練り製品、組織状組成物、半
固形状ないしゲル状組成物や、フライ食品用衣材（バッター）などに使用することにより
、優れた物性改良効果を発揮することができる。
　また、本発明の粉末状大豆素材は、蛋白質と食物繊維に富むため、生理機能素材として
も併用することができる。蛋白質又は食物繊維を強化することによって血中コレステロー
ル低減、糖尿病性腎症予防、血糖上昇抑制、腸内環境改善等の栄養機能の発揮を目的にし
た、いわゆる機能性食品は、通常よりも蛋白質や繊維が多く含まれ、食用組成物の物性変
化が起こりやすい。そのため上述の物性改良効果が発揮されるとより有効に作用するため
、本発明の粉末状大豆素材を添加する対象として好ましい。
【００４４】
（１－１）粉末状組成物
　粉末状組成物としては、例えば、粉末飲料、粉末スープ、粉末ソース、粉末味剤、粉末
ピックル剤、ケーキ類・パン類・菓子類・麺類・フライ食品用衣材・惣菜（お好み焼きな
ど）等の小麦粉ミックス粉等が挙げられる。
　粉末状組成物へ本発明の粉末状大豆素材を使用した場合、これを水に分散させると分離
大豆蛋白に比べてダマになりにくく、非常に分散性が良好となる。また、油分の高いスー
プや味剤などに使用した場合は乳化安定性にも優れるため、油染み等が生じにくくなる。
さらに、即席ラーメン等の油分の高い味剤においては、味剤中の油分の酸化劣化も抑制す
ることができ、酸化安定性にも寄与する。またフライ食品用衣材へ使用した場合、フライ
食品にサクサク感を付与し、フライ後の油染みを抑制することができる。
【００４５】
（１－２）乳化組成物
　乳化組成物としては、例えば、マヨネーズ、ホイップクリーム、カスタードクリーム、
フラワーペースト、チーズ類、ソース類等のＯ／Ｗ乳化組成物又はＷ／Ｏ乳化組成物が挙
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げられる。
　油分が比較的多く含まれる乳化組成物へ本発明の粉末状大豆素材を使用した場合、通常
の濃縮大豆蛋白やおからなどを添加するよりも乳化性、保形性、粘性等に優れ、ネチャつ
きがなく滑らかでざらつかない等の食感改良効果を発揮する。該乳化組成物は、調理パン
等のフィリングやトッピングとして利用した場合に加熱調理した際にも軟化してダレてし
まったり、油分の分離が生じたりことが起こりにくく、耐熱保形性にも優れるものである
。また野菜サラダ等に該乳化組成物をドレッシングとしてかけた場合にも水分の上昇によ
って乳化物がだれることを防止することができる。また、本発明の粉末状大豆素材はそれ
自体にネチャツキやざらつきが少ないことから、乳化組成物の粘度調整剤としても利用す
ることができる。
【００４６】
（１－３）焼きもしくは揚げ菓子
　焼きもしくは揚げ菓子としては、例えば、ケーキ、クッキー、栄養バー、ビスケット、
せんべい、かりんとう、あられ、スナック菓子、ドーナツ等が挙げられ、食感が良く食物
繊維やＬＰの含有量が多く、低カロリーの物が得られる。非限定的には２０重量％以上、
好ましくは２５重量％以上の食物繊維と、ＬＣＩ値が６０以上を示す大豆タンパク質を１
０重量％以上、好ましくは１５重量％以上含有するもので、エネルギーが１００ｇ当たり
５００kcal以下、好ましくは４００kcal以下のものが得られる。
【００４７】
　ＭＳＰが多く含まれる既存の分離大豆蛋白等の大豆素材を使用した焼き菓子の生地では
、水分が少ないと生地がまとまりにくく、生地がぼそぼそとして割れてしまう場合が多く
、製造に熟練を要するのに比べて、焼き菓子の生地に本発明の粉末状大豆素材を利用した
場合、該生地は硬くしまらずに適度な可塑性を有するため、生地の調製が極めて容易であ
り、焼成後には適度な硬さと軽く口溶けの良い食感を付与することができる。また保形性
が高いため焼成後のパウンドケーキなどのエッジ部分の崩壊などを防ぐことができ、さら
には焼成後の焼き型からの剥がれも良くなる。また、揚げ菓子については、吸油量を抑制
したり、サクサク感を付与したりすることが可能である。
【００４８】
　焼き菓子の一態様として、高食物繊維、高蛋白質、低カロリーのスナック菓子を調製す
る場合、例えば以下のように調製することができる。
　本発明の粉末状大豆素材に、小麦ふすま、ポテト繊維、難消化デキストリン、ポリデキ
ストロース、イヌリンなどの食物繊維素材を組み合わせて配合し、これらを他の原料と共
に混合して水と練り上げ、成型し、焼成する。これにより、乾燥固形分中５０～９５重量
％を粉末状大豆素材と食物繊維素材が占める、口当たりの良い焼き菓子を調製することが
できる。また、摂取時の血糖上昇や脂肪蓄積を抑制させたい場合には、糖を無添加とする
、あるいは糖アルコールなどに代え、また油脂も中鎖脂肪酸等に代えることができる。
　ＬＰは蛋白質が脂質と会合している部分があり、７Ｓや１１Ｓなどの貯蔵蛋白質に比べ
てプロテアーゼによる低分子化を受けにくいので消化が遅く腹持ちが良くなると考えられ
、空腹感を抑制することでカロリーを抑えたダイエット補助食としても利用することがで
きる。
【００４９】
（１－４）練り製品
　練り製品としては、例えば、ソーセージ、ハンバーグ、つくね、がんもどき、油揚げ、
かまぼこ、ちくわ等が挙げられる。
　練り製品へ本発明の粉末状大豆素材を粉体として添加した場合には、生地への良好な分
散性を示すので、ダマの形成が防止される。また、練り製品にゴム的でない、歯切れ及び
喉通りが良い食感を付与することができる。またこれらの練り製品に対してレトルト加熱
等の比較的厳しい熱ショックを与えても物性が変化しにくく、レトルト耐性が強い。
【００５０】
（１－５）半固形状ないしゲル状組成物
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　半固形状ないしゲル状組成物としては、例えば、プリン、ゼリー、濃厚流動食、ヨーグ
ルト状の大豆発酵食品等が挙げられる。
　半固形状ないしゲル状組成物へ本発明の粉末状大豆素材を使用した場合、従来の７Ｓや
１１Ｓのようなたわみのある強固なゲルとは異なり、軟弱なゲル状あるいは粘性の高い半
固形状の物性となり、クリーミーで滑らかな食感を付与することができる。特に大豆発酵
食品へ使用した場合、大豆由来の青臭み等も殆ど感じず良好な風味を実現できる。ヨーグ
ルト状の大豆発酵食品において使用する蛋白質源としては、本発明の粉末状大豆素材を単
独で使用しても良いし、豆乳や大豆粉の懸濁液を併用し、適宜所望の物性に調整すること
も可能である。
【００５１】
（２）機能性食品
　本発明の粉末状大豆素材は、上述のように様々な食用組成物に物性改良効果を付与でき
ることに加え、食用組成物が本来備える風味や物性を損ねにくい生理機能素材としても利
用することができる。
　該大豆素材は蛋白質と食物繊維に富み、さらには極性脂質としてリン脂質にも富むので
、これらの成分を栄養的に強化するために用いることができる。特に該大豆素材中の主要
な蛋白質であるＬＰは、大豆蛋白質の中で最もコレステロールの低減効果や糖尿病性腎症
予防効果が認められる成分である。ＬＰの摂取によってＬＰが胆汁酸と結合し、その排泄
量が増えることから、アミノ酸源が腸まで届く可能性を考え合わせると、腸内の有用な有
機酸を生産する腸内細菌にとって栄養源となる糖質や蛋白質を腸に届けることができると
考えられる。さらに大豆食物繊維には、血糖上昇をゆるやかにする効果や腸内フローラを
改善する効果、さらには抗酸化効果があると言われており、現代人の摂取量が少ないとい
われる食物繊維を補うことおよびアンチエージングを目的にも使用ができる素材である。
したがって血糖上昇抑制、腎臓保護、脂質代謝改善、整腸作用、ダイエットにも有効であ
ると考えられ、生活習慣病予防のための食品素材として極めて利用価値が高いものである
。
　したがって、粉末状大豆素材は、食用組成物の物性改良に利用されるのみでなく、これ
を食用組成物本来の物性を阻害しにくい蛋白質の強化素材や食物繊維の強化素材として利
用し、これらの成分が強化された栄養的価値の高い食用組成物を製造することができる。
またさらにはこれらの成分の強化により、血糖上昇抑制作用、腎臓保護作用、脂質代謝改
善作用、整腸作用等の生理機能を発揮する機能性食品を製造することができる。機能性食
品の種類は特に問わず、上記の（１－１）～（１－５）の各種食用組成物が例示される。
ここで食用組成物において蛋白質や食物繊維を強化したというためには、少なくともこれ
らの成分が組成物中３重量％以上含まれることが好ましく、５重量％以上がより好ましい
。
【００５２】
　従来の認識ではＬＰは大豆のオフフレーバーの原因と考えられており、これが高純度化
されたものは必ずしも風味が良いものとは言えなかった。しかし、粉末状大豆素材におい
てはＬＰが大豆食物繊維と組み合せて含まれることで、意外にもＬＰによるオフフレーバ
ーを感じにくく、風味が良好なものとなる。一方で大豆食物繊維も本来それ単独ではザラ
ザラとした食感の悪いものであるが、ＬＰと共存することで意外にも食感が滑らかでザラ
つきを感じ難いものとなる。したがって該大豆素材は上述の機能性食品に添加した際にＬ
Ｐ又は大豆食物繊維の各欠点が影響を与えにくくなっており、物性や風味を損ねにくい機
能性食品素材として極めて汎用性の高いものである。
【実施例】
【００５３】
　以下に本発明の実施例を記載するが、本発明は、この実施例にのみ限定されるものでは
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００５４】
〔使用原料〕
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　実施例及び比較例で用いる大豆素材Ａ～Ｅは、以下の通り調製したもの又は市販品を用
いた。
【００５５】
・大豆素材Ａ
　特許文献１の実施例５と同様の製法で、加工脱脂大豆を調製した。すなわち、密閉容器
に充填した低変性脱脂大豆（ＰＤＩ83、水分7.0％）１ｋｇを相対湿度９０％以上の雰囲
気下で脱脂大豆の品温が８５℃になるように湿熱加熱処理を行い、６０分間維持した。容
器から処理後の脱脂大豆を取り出し、加工脱脂大豆とした。この加工脱脂大豆のＰＤＩは
66であった。
　得られた加工脱脂大豆に水を１５重量倍加え、pH7.0に調整し、２５℃にて撹拌抽出を
行った。得られた脱脂大豆スラリー（ｐＨ６．４）を遠心分離によって可溶性画分と不溶
性画分とに分離した。この不溶性画分を回収し、不溶性画分の重量の３倍量の水を加えて
加熱殺菌後、スプレードライヤーにて乾燥粉末化して大豆素材Ａとした。
【００５６】
・大豆素材Ｂ

　市販の濃縮大豆蛋白「アーコンＳ」（ＡＤＭ社製）を用いた。
【００５７】
・大豆素材Ｃ
　　特許文献１の実施例５と同様の製法で、加工脱脂大豆を調製した。すなわち、密閉容
器に充填した低変性脱脂大豆（ＰＤＩ83、水分7.0％）１ｋｇを相対湿度９０％以上の雰
囲気下で脱脂大豆の品温が８５℃になるように湿熱加熱処理を行い、６０分間維持した。
容器から処理後の脱脂大豆を取り出し、加工脱脂大豆とした。この加工脱脂大豆のＰＤＩ
は66であった。
　得られた加工脱脂大豆に水を１５重量倍加え、pH6.0に調整し、２５℃にて撹拌抽出を
行った。得られた脱脂大豆スラリー（ｐＨ６．０）を遠心分離によって可溶性画分と不溶
性画分とに分離した。この不溶性画分を回収し、不溶性画分の重量の３倍量の水を加えて
加熱殺菌後、スプレードライヤーにて乾燥粉末化して大豆素材Ｃとした。
【００５８】
・大豆素材Ｄ
　市販の乾燥オカラ粉末「ＰＦ－２０」（(株)転生製）を用いた。
【００５９】
・大豆素材Ｅ
　不二製油(株)製の乾燥オカラ粉末を用いた。
【００６０】
　得られた大豆素材Ａ～Ｅについて、蛋白質含量（無脂固形分あたり）、食物繊維含量（
無脂固形分あたり）、ＬＣＩ値、ＭＳＰ含量（蛋白質あたり）を測定し、その分析結果を
表２に示した。なお、各測定方法は前記記載の方法で行った。
【００６１】
（表２）
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【００６２】
〔実施例１〕－粉末飲料―
　本発明の粉末状組成物の例として、粉末飲料を調製した。
　本発明の大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、ＬＣＩ値70）を牛乳の中に混ぜてスプーンでか
き混ぜた。分散が良く、ママ粉などの固い不溶な粉の塊はみられなかった。またオカラを
含んでいるにもかかわらず、ざらつきが少なく滑らかな食感であった。
【００６３】
〔比較例１〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）を用い、実施例１と
同様に牛乳に混ぜてスプーンでかき混ぜた。分散が悪く、固いママコが生じた。
【００６４】
〔比較例２〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）を用い、実施例１と
同様に牛乳に混ぜてスプーンでかき混ぜた。分散は良かったが、ほとんどが沈み、溶解は
せず、ひどくざらつきを感じた。
【００６５】
〔実施例２〕－粉末状味剤－
　本発明の粉末状組成物の別の例として、粉末状味剤を調製した。
　本発明の大豆素材Ｃ（蛋白質含量60％、ＬＣＩ値66）6部を、固形分20％で、その内に
油を50％含むラーメンの味剤100部に加え、加熱混合して得た乳化物をスプレードライし
、粉末状味剤を調製した。粉末として得られたものは油染みも少なく乳化安定性が高く、
水に加えると程よく分散し、味も自然なものに感じられた。
【００６６】
〔比較例３〕
　大豆素材Ｃの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）を用い、実施例２と
同様の配合と処理方法にて調製した粉末状味剤は、油染みはないものの、水への分散が悪
く、味もやや変化していた。
【００６７】
〔比較例４〕
　大豆素材Ｃの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）を用い、実施例２と
同様の配合と処理方法にて粉末状味剤の調製を試みたが、原料を加熱混合しても乳化せず
、噴霧が不可能であった。
　実施例２，比較例３，４の各味剤の評価を以下に示す。
【００６８】
（表３）

【００６９】
〔実施例３〕－フライ食品用衣材への利用－
　本発明の粉末状組成物の別の例として、フライ食品用衣材を調製した。
　本発明の大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、ＬＣＩ値70）を10部、薄力粉を90部を混合して
フライ食品用衣材を調製した。これを水に溶いて粘度が1600mPa・s程度にしたものを油で
あげ、揚げたまとして食感を確認した。ほどよいサクサク感が感じられた。
【００７０】
〔比較例５〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）を用い、実施例３と
同じ配合でフライ食品用衣材を調製し、同様に評価したところ、実施例３に比べるとサク
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サク感が少なく、表面の硬さを感じた。
【００７１】
〔比較例６〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）を用い、実施例３と
同じ配合でフライ食品用衣材を調製し、同様に評価したところ、サクサク感は感じられた
が崩れやすく、好ましくなかった。
【００７２】
〔実施例４〕－マヨネーズ－
　本発明の乳化組成物の例として、マヨネーズを調製した。
　本発明の大豆素材Ｃ（蛋白質含量60％、ＬＣＩ値66）4部、水41部、大豆油50部、食酢5
部をフードカッターに加えて5分撹拌してＯ／Ｗ乳化し、マヨネーズを調製した。該マヨ
ネーズは滑らかで口の中で違和感なく溶けた。また、保形性を有し、加熱しても油が分離
することなく、乳化安定性にも優れていた。
【００７３】
〔比較例７〕
　大豆素材Ｃの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）を用い、実施例４と
同様の配合と処理方法にて調製したマヨネーズの食感は、ややネチャつきがあり、重たい
食感であった。保形性は無く、油分離が多かった。加熱するとやや凝集が起こり油の分離
が進んだ。
【００７４】
〔比較例８〕
　大豆素材Ｃの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）を用い、実施例４と
同様の配合と処理方法にてマヨネーズの調製を試みたが、原料が乳化せず、油が分離して
いた。
　実施例４、比較例７，８で調製した各マヨネーズの乳化の状態を表４に示す。
【００７５】
（表４）

【００７６】
〔実施例５〕－バウンドケーキ－
　本発明の焼き菓子の第一例として、バウンドケーキを調製した。
　本発明の大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、ＬＣＩ値70）20部にマーガリン20部、砂糖20部
、卵白24部を混合し、焼成してバウンドケーキを得た。
【００７７】
〔比較例９〕
　大豆素材Ａを配合せず、小麦粉20部にマーガリン20部、砂糖20部、卵白24部を混合し、
焼成してバウンドケーキを得た。
【００７８】
〔比較例１０〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）20部にマーガリン20
部、砂糖20部、卵白24部を混合し、焼成してバウンドケーキを得た。
【００７９】
〔比較例１１〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）20部にマーガリン20
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【００８０】
（表５）焼成後の形態と食感

【００８１】
〔実施例６〕－せんべい－
　本発明の焼き菓子の第二例として、せんべいを調製した。
　本発明の大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、ＬＣＩ値70）20部、マーガリン20部、砂糖15部
を混合し、水を15部加えて混練りして生地を調製した。これを熱い鉄板で挟み、加熱して
せんべいを調製した。
【００８２】
〔比較例１２〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｅ（蛋白質含量40％、ＬＣＩ値52）を用い、実施例６と
同じ配合と調製方法でせんべいを調製した。
【００８３】
〔比較例１３〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｄ（蛋白質含量25％、ＬＣＩ値54）を用い、実施例６と
同じ配合と調製方法でせんべいを調製した。
【００８４】
（表６）

【００８５】
〔実施例７〕－レトルトソーセージ－
　本発明の練り製品の例として、レトルトソーセージを調製した。
　本発明の大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、ＬＣＩ値70）100部に水400部、豚脂100部をニ
ーダーに入れて混合し、充分に均一な生地にした後、でんぷん30部と香辛料などを含む味
剤20部とを添加混合し、ケーシングに充填しレトルト加熱し、レトルトソーセージを得た
。その食用組成物は、ほどよいソーセージ様の滑らかな喉通りの良い食感を呈した。
【００８６】
〔比較例１４〕
　大豆素材Ａの代わりに大豆素材Ｂ（蛋白質含量70％、ＬＣＩ値48）を用い、実施例７と
同様の配合と処理方法にて調製したレトルトソーセージは、ややぱさつきがあり、なめら
かでなく、喉通りの良くない食感をしていた。
　パネラー10名による官能評価で好ましい点数を10点満点で採点した。（×10点満点、普
通が5点、悪いが0点で点数をつけ、）各調製品の官能評価項目で得られた点数の平均点を
表７に示した。
【００８７】
（表７）
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【００８８】
〔実施例８〕－ヨーグルト状大豆発酵食品への利用－
　本発明の半固形状ないしゲル状組成物の例として、ヨーグルト状の大豆発酵食品を調製
した。
　表８の配合の通り、水を６０℃に加熱し、撹拌しながら大豆素材Ａ（蛋白質含量45％、
ＬＣＩ値70）と乳酸菌以外の原材料を添加し、溶解後に高圧ホモゲナイザーを用いて圧力
１５ＭＰａにて均質化した。その後９０℃まで加熱後、４３℃まで冷却した。次に、乳酸
菌を添加し、カップに充填して蓋で密封し、４３℃の恒温槽にてｐＨが４．５に低下する
までおよそ５時間発酵させ、その後１０℃以下に冷却し、ヨーグルト状の大豆発酵食品を
得た。
【００８９】
〔比較例１５〕
　表８の通り、大豆素材Ａの代わりに無調整豆乳（固形分９重量％、蛋白質含量４．５重
量％、ＬＣＩ値３８）を配合する以外は実施例８と同様にしてヨーグルト状の大豆発酵食
品を得た。
【００９０】
（表８）

【００９１】
　実施例８の大豆発酵食品は、比較例１５と比較して大豆食物繊維が含まれているにもか
かわらず、大豆由来の青臭味等も殆どなく、７Ｓ、１１Ｓの蛋白質成分が殆ど抜けている
ためか、クリーミーで滑らかな食感を持つヨーグルト状の物性であった。
【００９２】
〔実施例９〕　－スナック風菓子－
　本発明の焼き菓子の第三例として、スナック風菓子を調製した。
　グラニュー糖１０部にパーム油５部を混合し、大豆素材Ａを２５部、小麦ふすまを１５
部加えて混ぜ、水７０部を加えて混練し、焼き菓子の生地を得た。生地を薄く延ばして成
型し、１６０～１７０℃で３０分焼成したところ、サクサクとしたスナック風の焼き菓子
が得られた。本焼き菓子は大豆素材Ａ由来の蛋白質が２１％、総食物繊維が３１％含まれ
、エネルギーが１００ｇあたり４００kcalである、高蛋白質・高食物繊維・低カロリーの
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【００９３】
〔実施例１０〕　－栄養バー－
　本発明の焼き菓子の第四例として、栄養バーを調製した。
　マーガリン５０部に、グラニュー糖３０部、食塩０．２部、ガナッシュ２７部を順次混
合していき、次に大豆素材Ａ６３部、難消化性デキストリン３３部、ココアパウダー１．
５部、加工デンプン２４部を予め混合したものを加え、レーズン４５部、オレンジピール
１２部、乾燥パイン１２部、スライスアーモンド１２部をさらに加え、最後に全卵４５部
を加え、良く混合して生地を調製した。
　得られた生地を１０ｃｍ×２０ｃｍ×７０ｃｍの形状に成形し、１７０℃で２２分焼成
して栄養バーを得た。本焼き菓子は１本当たり７６ｋｃａｌで、蛋白質を約３％、食物繊
維を約４％含むものであった。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明のＬＰ主体の大豆蛋白質及び大豆食物繊維を主成分とする粉末状大豆素材を大豆
素材として食用組成物に使用することにより、これまで分離大豆蛋白や濃縮大豆蛋白のよ
うな大豆素材では困難であった溶液および水分の少ないような練生地への速やかな分散性
を付与したり、他にも保水性、保形性、乳化安定性や、違和感のない滑らかな食感を付与
することができる。
　このような特徴を利用して、例えば流動性を有する食用組成物において粘度調整の効果
はもちろん、液だれしやすい物を液だれしにくくする効果や、原料を混合した生地の成型
性向上効果や、食用組成物の製品形態を崩れにくくする保形性向上効果や、油染みを抑え
る乳化安定化効果や、油脂の劣化を防止する酸化安定化効果を発揮することができる。
　また、本発明の粉末状大豆素材は、酸性条件下や、マグネシウムやカルシウムなどの蛋
白質と相互作用しやすい２価金属イオン存在下においても、上記の食用組成物の物性改良
効果が悪影響を受けにくいことも特長であり、栄養的に蛋白質と共にミネラルを強化した
食用組成物を容易に製造することができる。
　したがって、さまざまな目的で食用組成物に利用することができ非常に汎用性に優れた
ものである。
　さらに、本発明の粉末状大豆素材自身がＬＰと食物繊維に富むため、生理機能が優れて
おり、コレステロール低減作用、胆汁酸排泄作用、腎症予防作用、ダイエット作用、食物
繊維による整腸作用、腸内フローラの改善作用などの目的でさまざまな食用組成物に利用
することができる。
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